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第1章 計画策定の概要（ｐ.2）

①計画の背景と趣旨

平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦略」
の中で、すべての健康保険組合に対し、レセプト
等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持
増進のための事業計画として「データヘルス計
画」を策定し、健康・医療情報を活用した保健事
業に取り組んでいます。

②計画の期間

令和６（2024年度）年度 ～ 令和11（2029年度）年度（6年間）

１

三重の健康づくり基本計画
みえ元気プラン

第四期三重県医療費適正化計画

第２次大台町総合計画
大台町国民健康保険保健事業実施計画

データヘルス計画（第３期）

特定健康診査実施計画（第４期）※

第３次大台町健康増進計画
第９期大台町高齢者福祉計画・

介護保険事業計画

③計画の位置づけ

※他市町では「データヘルス計画」と「特定健康診査実施計画」を
データの分析等重なる部分が多いため、1つにまとめております。
大台町は、前回まで別で作成していましたが、今回から1つにまとめます。



第2章 大台町の現状

①人口の推移（ｐ.3）※右図上

大台町の高齢化率は増加傾向にあり、総人口は減少傾
向にあることから、今後も高齢化が進むと予想されます。

②死亡要因（ｐ.4）

大台町で一番多い死亡要因は悪性新生物で、毎年全体
の約2割を占めています。
大台町は全国・県に比べて、脳血管疾患、肺炎、腎不

全が高い割合です。

③被保険者の推移（ｐ.5）※右図下

大台町の国民健康保険被保険者は、人口が減少する

とともに、国民健康保険被保険者も減少しています。
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疾病分類（大分類） 医療費（円） 構成比 順位 レセプト件数（枚） 順位 

感染症及び寄生虫症 9,602,410 1.1% 17 374 15 

新生物＜腫瘍＞ 162,421,430 19.2% 1 813 9 

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 23,937,530 2.8% 12 24 18 

内分泌、栄養及び代謝疾患 90,305,940 10.7% 3 4,386 1 

精神及び行動の障害 64,345,600 7.6% 4 965 7 

神経系の疾患 61,391,960 7.3% 5 915 8 

眼及び付属器の疾患 28,799,460 3.4% 10 1,528 4 

耳及び乳様突起の疾患 2,127,460 0.3% 19 174 16 

循環器系の疾患 126,984,230 15.0% 2 4,108 2 

呼吸器系の疾患 43,869,360 5.2% 8 1,144 6 

消化器系の疾患 42,615,340 5.0% 9 1,256 5 

皮膚及び皮下組織の疾患 17,100,570 2.0% 13 755 11 

筋骨格系及び結合組織の疾患 54,922,690 6.5% 6 2,056 3 

尿路性器系の疾患 52,184,140 6.2% 7 775 10 

妊娠、分娩及び産じょく 2,258,920 0.3% 18 12 20 

周産期に発生した病態 1,157,470 0.1% 20 4 22 

先天奇形、変形及び染色体異常 103,350 0.0% 22 9 21 

症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの 11,153,950 1.3% 15 435 13 

損傷、中毒及びその他の外因の影響 24,886,670 2.9% 11 392 14 

特殊目的用コード 10,719,880 1.3% 16 115 17 

傷病及び死亡の外因 0 0.0% 23 0 23 

健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 358,810 0.0% 21 23 19 

その他（上記以外のもの） 14,053,100 1.7% 14 591 12 

総計 845,300,270     20,854   

 

第3章 健康・医療情報による分析

①医療費について（ｐ.6）

令和4年度、大台町の1人当たりの総医療費は417,510円
で三重県は382,903円であり、県より34,607円高いです。

②疾病別の医療費の割合

【大分類】（ｐ.7）※右図上

大台町で一番多く医療費がかかっているのが、新生物<
腫瘍>で約20％を占めており、2位の循環器系の疾患と
35,437,200円の差があります。

【細小分類】（ｐ.8）※右図下

入院に係る医療費は、上から統合失調症、大腸がん、肺
がんが高く、外来は糖尿病、高血圧症、脂質異常症で、生
活習慣病が上位を占めています。

３

順位 疾病分類（細小分類） 医療費（円）入院 構成比 レセプト件数 （枚） 

1 統合失調症 34,565,710 9.3% 80 

2 大腸がん 28,379,430 7.6% 31 

3 肺がん 21,149,990 5.7% 18 

4 脳梗塞 15,792,480 4.3% 21 

5 関節疾患 13,518,160 3.6% 14 

6 骨折 10,044,010 2.7% 16 

7 慢性腎臓病（透析あり） 9,671,470 2.6% 11 

8 不整脈 8,366,580 2.3% 5 

9 大動脈瘤 6,003,100 1.6% 2 

10 心臓弁膜症 5,926,520 1.6% 3 

その他（上記以外の疾患） 228,769,170 61.6％ 394 

合計 371,707,870  595 

 

順位 疾病分類（細小分類） 医療費（円）外来 構成比 レセプト件数（枚） 

1 糖尿病 45,050,770 9.7% 1,928 

2 高血圧症 31,531,290 6.8% 2,714 

3 脂質異常症 24,728,950 5.3% 2,019 

4 慢性腎臓病（透析あり） 22,179,920 4.8% 59 

5 関節疾患 13,190,570 2.8% 683 

6 不整脈 11,801,430 2.5% 420 

7 前立腺がん 11,062,080 2.4% 109 

8 肺がん 8,757,230 1.9% 46 

9 うつ病 8,274,630 1.8% 359 

10 骨粗しょう症 7,085,520 1.5% 372 

その他（上記以外の疾患） 289,439,640 62.0％ 13,093 

合計 466,565,850  20,259 

 



③生活習慣病のデータ分析（ｐ.9 ～ 10）

大台町の生活習慣病対象者の傾向として、男女とも
に60代から割合が増加しています。

【生活習慣病の設定】
糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、肝脂肪、動脈硬化症、
脳出血、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞、がん、筋・骨、精神

生活習慣病対象者 高血圧症患者

脂質異常症患者糖尿病患者

４



④介護のデータ分析（ｐ.11）

介護認定者の疾病別有病状況については、心臓病、高血圧症、
筋・骨格の生活習慣上が高く、どれも県より高い割合です。

⑤特定健診について（ｐ.12）

令和4年度特定健診の受診者数は621人で、受診率は39.2％と
過去最大です。令和3年度より受診率は増加傾向にあります。

⑥メタボリックシンドローム（ｐ.13 ～ ｐ.14）

メタボリックシンドロームの該当者と予備軍の割合はほぼ横ばいですが、該当者は微減、予備軍は微増傾向にあります。
また男女別に比較しますと、該当者、予備軍どちらとも男性の割合が多くなっています。

メタボ該当者 メタボ予備軍
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⑦特定保健指導について（ｐ.18 ～ ｐ.20）

特定健診の受診率が上がるにつれ、特定保健指導対象者の出
現率が増加しています。※右図上

特定保健指導を実施した積極的支援対象者は、動機付け支援
対象者より腹囲や体重が減少している傾向にあります。※下図

また、生活習慣の改善に関しては、特定保健指導を受けた対
象者のほとんどが改善している傾向です。※右図下
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第４章 データヘルス計画（第２期）の振り返りと課題

①評価と課題（ｐ21 ～ 26）

【特定健診事業】
若年層の受診率が低いため、受診意識の向上を促す必要がある。

【特定保健指導事業】
三重県と比較して、高い水準となっているが目標値には達していないため、より多くの人が利用しやすい環境を作る必要がある。

【生活習慣病予防事業・重症化予防事業・食育推進事業・地域活動支援事業・運動推進事業・イベント参加事業】
若年層の参加率が低いため、周知方法等の見直しをする必要がある。

【歯科保健事業】
受診率が低いため、周知方法を検討していく必要がある。

【医療費通知事業】
大台町の1人当たり医療費が高いため、自分自身の健康や医療費について意識付けを促す必要がある。

【後発（ジェネリック）医薬品利用差額通知事業】
医療費削減のため、後発医薬品への理解を深め、使用率を上げていく必要がある。

【がん対策検診事業】
婦人科がんの受診率が低いため、周知方法を検討していく必要がある。

【重複頻回受診者訪問事業】
指導方法が確立していないため、松阪地区医師会や松阪管内の他市町と連携を取りながら、統一した実施要領等を作成していく必要がある。
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目【医療費適正化の推進】
一人当たり医療費

令和4年度 （現状）：476,015円

令和11年度（目標）：509,336円

③全体の目標（ｐ.29）

標準化のため県より示された次の目標を全体目標として設定します。

【健康寿命の延伸】
平均自立期間

令和4年度（現状） 男：79.6歳 女：80.8歳

令和11年度（目標）男：80.7歳 女：81.5歳

②健康課題の抽出と課題解決に向けた対策（ｐ.27 ～ 28）

【分析結果】
悪性新生物の死因要因と医療費の割合が高く、生活習慣病にかかる医療費と治療を受けている人の割合が高い。

特定健診と特定保健指導に関しては、受診率・利用率が増加傾向にある。

【健康課題】
生活習慣に起因する患者の死亡率が高いため、若い世代から健康意識の向上を促し、特定健診の受診意識向上や
生活習慣の改善により医療費を抑えていく必要がある。

【課題への対策】
生活習慣病にかかる医療費削減のため、健診等の受診勧奨を実施し、生活習慣病の早期発見につなげる。
また、リスク保持者には適切な保健指導を行い、疾病の予防又は重症化の予防を図る。
医療費通知や後発医薬品の普及等を実施し、医療費への関心や自らの健康管理意識の向上を図る。
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第５章 データヘルス計画（第３期）（ｐ.30 ～ 36）

標準化により、県から示された保健事業と評価指標を設定しています。

【保健事業】

・県内共通の事業
①特定健康診査
②特定保健指導
③糖尿病重症化予防
④重複頻回受診/重複・多剤服薬
⑤後発医薬品使用促進

・大台町独自の事業
⑥地域包括ケア推進・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
⑦健康教室・健康相談（ポピュレーション保健事業）

【評価指標】
アウトプット・アウトカムに、県統一の算出方法とその目標値を記載

（１）特定健康診査

９

目的・概要 

40 歳～74 歳の国民健康保険被保険者を対象にメタボリックシンドロームに着目

し、健診により高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し疾病の

予防を図り、被保険者の健康維持と受診率向上を目指す。 

未受診者に対し、健診の必要性が認識できるよう受診行動につながる勧奨を実施

し、受診率の向上を図る。受診勧奨に当たっては、年代や性別等の受診率の状況や年

齢等対象者を特定して実施するとともに、受診行動を誘引する方法を検討し、効果的

に実施する。 

取組内容 

実施期間 

令和 5 年度 令和 6 年度以降 

【ハガキによる受診勧奨】 

・10 月中旬に、8月受診者の結果を反映し、未受診者へ送付 

PDCA サイクルに

基づき適宜見直し

を図り継続 【電話による受診勧奨】 

・特定健診対象者全員に、特定健診が始まる７～８月中に勧奨 

【その他勧奨】 

・来年度特定健診の対象となる者に対して、勧奨通知を送付 

・町内医療機関に、特定健診対象者が来院された時、受診勧奨

をしていただくよう依頼 

アウトプット 

評価指標 健診無関心者の減少 

目標値設定方法 
3 年間健診未受診者数 / 当該年度健診対象者数 － 10.0％（KDBシステム） 

上記が 40.0％以上である場合は、40.0％を目標値とする。 

現状値 9.1％ 

目標値 9.1％以下 

アウトカム 

評価指標 特定健康診査等受診率 

目標値設定方法 国が設定している市町国保の目標値 

現状値 39.4％ 

目標値 
60.0％以上 

特定健康診査等受診査者数 / 特定健康診査等対象者数（法廷報告） 

 



第６章 特定健康診査等実施計画（第４期）

①目標値の設定（ｐ.38）

特定健診の受診率と特定保健指導の終了率を、国の市町村国保目標値に合わせ、目標値を設定しています。

令和4年度（現状） （県） 令和11年度（目標）
特定健康診査受診率 39.2％ （45.9％） → 特定健康診査受診率 60.0％
特定保健指導終了率 19.6％ （14.4%） → 特定保健指導終了率 60.0％

②実施方法や実施期間等（ｐ.39 ～ 44）

特定健診と特定保健指導の実施方法や実施時期等を設定しています。

【特定健診】
例年7月1日から11月30日に実施していますが、令和3年度及び４年度は、受診率向上のため、松阪管内では翌年1月31日まで

延長しました。次年度以降については、三重県医師会と県内市町により調整会議を行い決定します。

【特定保健指導】
令和6年度より実施方法や評価方法等に変更があるため、国が定める新たな基準を設定します。
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